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要望書が雲められる

要望事項

オ ス トメ ぉイ
コ

卜 (人工延関 B人工携髄追設つ のス トーマ

「非常災書輸送物資」として指定して下さい用補装具を

県、障害福祉課を通 じて、提出していた要望に対 し、この度 3月 25日 付で

回答がありました。報告方々記載致 します。

回答内容

社団法人 日 本オス トミー協会

神奈川支部長 新 井  貢  殿

神奈)|1県福社部障害福祉課長

災害時にお'するス トーマ用装具の供給について

軍頃から障害福社の推進にご協力をいただきお礼申しあげます。

平成 17年 2月 10日付けで要望のありましたこのことについて、神奈川県と

神奈)|1県医科器械同業組合が締結 とァている 「医科器槻等の供給に関する協定書J

第3条第3項の品目の当該ス トーマ用装具を指定 し、この旨を市町村に周知いたし

ましたのでお知 らせいた します。
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日頃から障害福社の推進のご尽力をいただきお礼申し上げます。

この度、災害救助法第 23条 3項 に定める 「その他生活必需品」 として、ス

トーマ用装具を、災害時に医科器械等を被災地へ緊急搬送するために県と神

奈川県医科器械同業組合が締結 している 「医科器械等の供給に関する協定書J

第 3条 第 3項 の品目に指定いたしましたので通知 します。

なお、各市町村におかれましては、今後 とも防災資機材の備蓄等に当たり、

障害者にご配慮 くださいます ようお願い申し上げます。

神奈川県医科器械同業組合

理事長 川 合 貞 義 様

神奈川県衛生部薬務課長

倉若 雅 雄

災害時におけるス トマー用装具の供給について (依頼)

常 日ごろ、本県の薬務行政の推進に御協力を賜り、厚 くお礼申し上げます。

さて、災害時における医科器械等の確保を図るため、平成 11年 12月 か ら貴組

合 と (医科器械等の供給に関する協定)を 締結 しているところですが、今般、

社固法人 日本オス トミー協会神奈川支部長新井貢から、災害時におけるス トマ

ー
毘 装 具 に つ い て 、 要 望 書 が 提 出 さ れ た

‐ 算 チギ ヽ 日_渡 え卜圭R憎 堂 瓶 紳 型 敷 ヰ 、

当該協定書に基づく協定書にかんして、別添のとおり依頼がありました。

つ きましては、ス トマー用装具を当該協定書に基ず く、 「供給する医科器械等

の範囲どに定め、医科器械 と同様に災害時にお'する供給についてご配慮 くだ さ

るよ うお願 い します とともに、貴会会員へ周知 くだ さるよ う併せてお願 いいた

します。
|


